
（条例第５６条） 

 

防火対象物休業・廃業届出書 

備 考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること｡ 

 ２ 営業を再開する場合は、事前に防火対象物使用開始届出書を提出すること。 

３ 防火対象物の状況欄は、建築物の存続状況及び建築物、火気、電気、消防用設備等の管理の

状況を記入すること。 

 ４ ※印の欄は、記入しないこと。 

この届出書は、７日前までに２通提出してください。 

 

                                年   月   日  

福山地区消防組合   消防署長様 

 

届出者 

住 所 
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名 前                          

所 在 地  

名 称  

建築年月日 年   月   日 
使 用 再 開 

予定年月日 
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休廃業の別 休  業          廃  業 

休廃業の理由  

防火対象物 

の 状 況 

 

そ の 他 
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※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


